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１ 事業の目的

Ⅰ 千葉市介護相談員派遣事業について
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介護相談員を介護保険施設などの介護サービスの
提供の場に派遣し、サービスを利用している方やその
御家族等の相談に応じる等の活動を行うことによっ
て、その疑問や不満、不安の解消を図るとともに、派
遣を受けた事業所における介護サービスの質的な向
上を目指しています。

◆千葉市の介護相談員派遣事業
→平成１４年１月から開始。１８年目。
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２ 介護相談員の選任

千葉市の介護相談員は、相談員業務の遂行にふさわし
い人格と熱意を有する市民の方を選任し委嘱しています。
毎年２０人が千葉市介護相談員として活動しています。
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介護相談員の公募＜選任の流れ＞
※表示月は今年度実施月

（１） 募集（市政だよりに掲載） ４月
（２） 書類（論文）、面接選考 ５月
（３） 研修
① 介護相談・地域づくり連絡会主催の

介護相談員養成研修（前期、後期日程） ７,８月
② 施設実習 ７月
③ 市役所研修（制度説明） ７月
（４） 初回連絡会議 ９月
（５） 訪問開始（委嘱開始） １０月

２ 介護相談員の選任
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３ 介護相談員の養成・研修

（１） 新任の介護相談員
① 介護相談員養成研修（前期、後期日程） ※
② 施設実習
③ 市役所研修

（２） 現任の介護相談員（２年毎）
① 介護相談員現任研修 ※

（３） 全国介護相談活動事例報告会の参加 ※
（４） 介護相談員同士の自主的な勉強会

※は、介護相談・地域づくり連絡会が主催
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４ 活動内容など

（１） 活動内容（事業所訪問による相談の受付等）

① 担当する事業所を、２人１組で月１回程度訪問し、サービスを
利用している方やその御家族、事業所の従業者等の話を聞き、
相談を受けます。（活動時間は１回あたり２時間程度）

また、事業所が行う行事に参加する等して、担当する事業所の
サービスの現状把握に努めます。

② 利用者等と事業者の間の橋渡し役となって、利用者等の疑問
や不満、不安に対応し、サービス改善方法等を検討します。

③ 相談業務終了後、事業所の管理者や担当者等と当日の活動
内容（相談内容や相談員自身が気づいたこと等）について、意見
交換を行います。

④ 相談内容や相談員自身が気づいたことを「介護相談員活動
報告書」にまとめ、市へ毎月提出します。
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４ 活動内容など

（２） 身分証の携帯
介護相談員には身分証の
携帯を義務付けています。
（３） 守秘義務

介護相談員は、相談員業務を通じて知り得た秘密を第三者に
漏らしてはならないことになっています。また、このことは介護相
談員を辞めた後も同様です。
（４） 相談員の利用者に対する介護

介護相談員は、車いすへの移乗や食事の介助など「介護」にあ
たる行為や利用者同士のトラブルの仲裁などは行わないことに
なっています。
（５） 事故発生時の補償

介護相談員の活動中の事故に備え、福祉サービス総合補償に
加入しています。
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５ 受入事業所

介護相談員の受け入れ申し出のあった事業所に
対して、介護相談員を派遣しています。

年度 特養 老健 ＧＨ 合計

平成29年度 22か所 5か所 30か所 57か所

平成30年度 24か所 6か所 27か所 57か所

令和元年度 28か所 6か所 23か所 57か所

＜訪問施設の内訳＞
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６ 広報

（１） 介護相談員受入ポスターの掲示

介護相談員派遣事業に係る利用者・家族・職員への周知を図
るため、受入先の事業所に対して介護相談・地域づくり連絡会発
行のポスターを配付し、事業所内に掲示しています。

（２） 介護相談員の顔写真入り
のポスターの掲示

担当する介護相談員を覚えてい
ただくため、受入先の事業所に対
して本市で作成した介護相談員
の顔写真入りのポスターを配付
し、事業所内での掲示していま
す。

千 葉 市 介 護 相 談 員

○○ △△ 相談員
こちらの事業所を月に一度、２時間

程度訪問させていただきますのでよろ

しくお願いいたします。

＜顔写真入りポスターのイメージ＞

写真
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１ 派遣回数

Ⅱ 活動実績

11

平成３０年度は、介護老人福祉施設（特養）
２４か所、介護老人保健施設（老健）６か所、認
知症対応型共同生活介護（グループホーム）

２７か所、合計５７か所に対し、介護相談員を派
遣しました。

延べ派遣回数 延べ派遣人数

675回 1,330人
※原則２人１組で月１回程度派遣
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２ 相談等の件数

平成２９年度における相談等の総件数は、１，４８４件で
す。

（１） 相談者別

平成２９年度の相談者別の件数は、家族からのものが３０
件で全体の約２％、事業所職員からのものが２１件で約
１％、利用者本人からのものが３０５件で約２１％、相談員が
気づいたことが１，１２８件で約７６％となっています。
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＜相談者別の件数＞
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２ 相談等の件数

（２） 内容別

平成２９年度の内容別の相談件数は、最も多かったのが、
「接遇」に関することで３０８件、続いて「設備・環境」に関する
ことが２７２件となっています。
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＜内容別の件数＞
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３ 相談事例

利用者から受けた相談や相談員自身が気づいたことを
内容別に次の８項目に分類して一部抜粋して紹介します。

（１） 接遇・・・利用者への接し方に関すること。

相談・気づいたことの内容 事業所の対応

入所したばかりで馴染めず、入浴拒否を
されている方がいた。まずは、落ち着け
る環境づくりをすることが大切だ。

自宅ではよくＤＶＤ鑑賞をされていたこ
とから、自宅生活と同様のリズムで過ご
して頂けるように居室でＤＶＤ鑑賞がで
きるようにしたところ、穏やかになり入
浴拒否等も改善された。

肌荒れの酷い利用者がいる。 利用者に手荒れの薬を渡していたが、施
設職員が念入りに塗るようにし、肌荒れ
が改善した。利用者も喜んでいた。
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３ 相談事例

（２） 食事・・・食事の献立や味付け・おやつに関すること。

相談・気づいたことの内容 事業所の対応

おやつをソファーでくつろぎながら食べ
ている利用者がいるが、置く場所がない
ためこぼれそうだった。

サイドテーブルを購入し、くつろぎなが
らおやつを食べられるように工夫をした。

食事のメニュー表が無い。メニュー表が
見やすい位置に掲示されていると、１日
の楽しみが増える。

毎日の献立を分かりやすい位置に掲示す
ることとした。

色のついた食器を使って食事をしていた。
白の食器だと、ご飯が見え難いため、施
設が工夫をしたようだ。

色のついた食器を使うことで、ご飯やお
かずが見えやすくなり、介助の必要なく
自身で食事ができる人も出てきた。
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３ 相談事例

（３） リハビリ・・・リハビリに関すること。

相談・気づいたことの内容 事業所の対応

理学療法士が主導となり、利用者が楽し
く体操をしている。

理学療法士の元気が良く、楽しくリハビ
リができている。積極的にリハビリに参
加する人が増えた。

利用者よりリハビリをして歩けるように
なりたいと相談があった。

施設としても検討はしているが、送迎等
の対応が難しい。また、家族にも相談し
たが難しいようだ。普段の生活の動きの
中でリハビリ運動ができるよう努める。

（４） 入所・退所・・・事業所への入所及び退所に関すること。

相談・気づいたことの内容 事業所の対応

新規で入所した利用者は、まだ慣れてお
らず疑問や不安が少しありそうだ。

職員が気にかけ対応をしている。

不穏にならないように、自然体で利用者
の居心地の良い環境を作っていく。
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３ 相談事例

（５） 娯楽・趣味・・・レクリエーションや娯楽に関すること。

相談・気づいたことの内容 事業所の対応

入所者より、「色々な行事を行ってくれ
て楽しい。１月に１回くらい買い物にも
行きたい。」と相談があった。

買い物は、人手が足りないため、家族対
応でお願いをしている。季節行事につい
ては１月に１度行うようにしている。

広告のクロスワードパズルを皆で考えて
解く。懸賞に応募して当選したら、皆で
何を食べるなど楽しそうな雰囲気である。

利用者の認知度が低下しないように、皆
が楽しみながらできることを模索してい
る。

（６） 設備・環境・・・事業所の設備や環境に関すること。

相談・気づいたことの内容 事業所の対応

節電のためか、施設全体が暗い。 程良い明るさは安全上必要であるため、
明るさについて検討する。
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３ 相談事例

（７） 衛生・・・利用者や職員の衛生に関すること。

相談・気づいたことの内容 事業所の対応

職員が土足で仕事をしている。衛生面で
心配である。

衛生面で問題があるため、中履きと外履
きで分ける等検討する。

食事前にテーブルを除菌液等で消毒して
おらず、衛生面で心配だ。

食事前に手はおしぼりなどで拭いてから
食事をしていたが、テーブルまでは気が
回らなかった。今後気を付ける。

（８） その他

相談・気づいたことの内容 事業所の対応

入所者より、墓参りに行きたいとの要望
がある。

施設へ報告したところ、ご家族と相談さ
れ実現した。翌月訪問した際に、相談し
てよかったと感謝の言葉をもらう。
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４ 介護相談員連絡会議

介護相談員は、千葉市が開催する介護相談員連絡会議
に毎月参加し、担当する事業所の様子や相談事例の報告を
行います。（毎月第１金曜日に市役所で実施、２時間程度）

また、活動を通じて気になったことや、対応が難しかった事
例などを題材にして、相談員全員でその対応方法などにつ
いて話し合います。

＜会議テーマ＞（抜粋）
・事業所の現状報告
・新規派遣事業所への訪問申し送り
・研修参加報告
・施設における入居者に対する対応について
・介護相談員としての各種対応について
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５ 介護相談員・受け入れ事業所職員の意見交換会

千葉市では、平成１７年度から、介護相談員・受け入れ事
業所職員の意見交換会を開催しています。
＜目的＞

①介護相談員と受け入れ事業所職員が一堂に会して広く意見交換を行
うことにより、より一層の相互理解を深める。

②自らの事業所の事例だけでなく、他の事業所における様々な相談事
例について情報交換することにより、一層のサービス向上の契機とする。

③介護相談員派遣事業に対する事業所側からの意見・要望を直接聞く
ことにより、本事業の改善を図る。

意見交換会開催実績（平成３０年度）
（１） 開催 平成３０年１１月
（２） 出席者 介護相談員 １８人、受入事業所 ３４人
（３） 内容 各グループ（特養、老健、ＧＨ）に分かれて、

共通テーマ及び自由テーマについて意見交換。
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資料 千葉市介護相談員設置要綱
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資料 介護相談員受入アンケート結果（抜粋）
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１ 介護相談員受け入れ理由
・第三者の意見を聞くことで、サービスの質を向上したい。
・入居者や家族の声を代弁してもらえる。

２ 訪問回数や時間（月１回、２時間）
ちょうどよい（約９５％）、多い（約２％）、少ない（約２％）

３ 介護相談員を活用するために取り組んでいること
・介護相談員の意見を職員全員で共有している。

４ 介護相談員を受け入れして良かったこと

・利用者や家族が職員に伝えにくいことを介護相談員を通じて
知る機会ができた。訪問を楽しみにしている利用者も多い。

・普段気付かないことを含めて第三者として意見を出してくれる
ので、施設での取り組みや考え方に反映することができた。

（令和元年９月実施、受入事業所対象）
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ご清聴ありがとうございました


